
 

 

 

平成３０年 三重県議会の活動１０大ニュース（概要） 
                          （平成３０年１１月２１日現在） 

～開かれた議会運営の実現～ 

８月 「みえ高校生県議会」を開催 

高校生に議会活動を体験してもらうことで議会に対す

る関心を高めてもらうとともに、高校生の意見を直接議会

での議論に反映していくことを目的に、８月２１日に「み

え高校生県議会」を開催しました。参加者は県内の高校な

どから募集し、１１校の生徒４０人が参加しました。 

当日は、３人の高校生が交替で議長として進行役を務

め、高校生が県政に対する質問を行い、県議会議員が答え

ました。 

 

 

 

１０月 議会中継への手話通訳導入 

平成２８年６月に議員提出条例である「三重県手話言語

条例」が成立し、手話による情報発信等に積極的に取り組

む必要があること、また、県民を対象としたアンケート調

査で、議会中継への手話通訳導入に肯定的な回答が多かっ

たことなどを踏まえ、今年度の代表質問及び予算決算常任

委員会総括質疑の中継映像に手話通訳を導入しました。 

 

 
手話通訳を導入した議会中継 

 

 

１０月 「みえ県議会出前講座」実施要領の見直し等を開始 

広聴広報会議では、９月に実施した「みえ県議会出前

講座」において、実施要領の周知徹底不足と思われる事

案が発生したことから、実施要領の見直しと再度の周知

徹底を図りました。また、１１月現在、実施要領に主権

者教育及びキャリア教育の視点が盛り込まれていないこ

とから、今後それらを実施要領に盛り込む方向で検討を

進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

広聴広報会議の様子 

 
みえ高校生県議会の様子 

 



 

  

～独自の政策提言と政策立案の強化～ 

６月 
障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例（議員提

出条例）の制定 

県議会では、昨年５月に特別委員会を設置し、障がい者

差別の解消をめざす条例策定の必要性も含めた調査検討

を行い、約１年間の検討を経て条例案を取りまとめまし

た。この条例案は、本年６月２９日の本会議において、全

会一致で可決・成立しました。 

この条例は、すべての県民が、障がいの有無によって分

け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな

がら共生する社会を実現するため、施策を総合的かつ計画

的に推進することを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 
大規模な災害その他の緊急事態への対応に関する規定を盛り込む議会基本条例

（議員提出条例）の改正 

 県議会では、昨年９月に、議会改革推進会議内に「議会

改革度の向上及び議会基本条例の改正に関する検討プロ

ジェクト会議」を設置し、検討した結果、議会基本条例に

「大規模な災害その他の緊急事態への対応」に関する基本

的な規定を新設する必要があるとの結論に至りました。そ

の後、同会議では、パブリックコメント等を経て、議会基

本条例の改正案を取りまとめました。    

この条例改正案は、本年６月１１日の本会議において、

全会一致で可決・成立しました。 

 

 

 

  

６月 
「大規模な災害等緊急事態への県議会の対応に関する検討会」を設置し、検討

を開始 

 議会改革の取組の一環として、議会基本条例に「大規模

な災害その他の緊急事態」への対応に関する規定を盛り込

んだことを受けて、本年６月に「大規模な災害等緊急事態

への県議会の対応に関する検討会」を設置しました。 

検討会では、１１月現在、大規模な災害等緊急事態にお

いて、県民の生命・財産を守るための議会、議員としての

役割や執行部の災害対策本部との関わりなどを検討して

おり、今後は復旧・復興に向けた議事機関としての対応な

どを検討していく予定です。 

 

 

検討会の様子 

 

特別委員会の様子 

 

本会議での議案説明の様子 

 

 



 

  

～議員報酬、政務活動費及び選挙など～ 

３月 
議員の定数（４５人→５１人）、選挙区等の見直しに関する条例（議員提出条例）

の可決 

本年２月に、議員提出条例案として、県内の選挙区間に

おける地域間の均衡の調整を図るため、議員定数を４５人

から５１人に改め、鳥羽市・志摩市選挙区（定数２人）を

鳥羽市選挙区（定数１人）と志摩市選挙区（定数２人）に

改めるとともに、５つの選挙区（伊勢市選挙区、尾鷲市・

北牟婁郡選挙区、熊野市・南牟婁郡選挙区、多気郡選挙区、

度会郡選挙区）について定数を各１人増する条例案が提出

されました。 

同条例案は、本年３月２２日の本会議において、賛成多

数（賛成２３、反対２２）で可決されました。 

 

 

 

４月 政務活動費を減額 

議会経費縮減のため、平成２９年４月１日から政務活動

費を条例本則に規定する額から２０％特例的に減額して

いる取り扱いを平成３１年４月２９日まで継続すること

としました。 

 

 

 

 

 

 

７月 「議会経費削減に関する検討プロジェクト会議」を設置し、検討を開始 

県議会では、本年７月に、議会経費の削減について検討

を行うため、議会改革推進会議内に「議会経費削減に関す

る検討プロジェクト会議」を設置しました。 

同会議では、１１月に旅費の見直し案を決定するととも

に、今後政務活動費等その他の議会経費削減の検討を進め

ています。 

 

 

 

本会議での採決の様子 

 

 

 

 

本会議での議案説明の様子 

 

検討プロジェクト会議の様子 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

９月 
議員の定数（５１人→４５人）、選挙区等の見直しに関する条例（議員提出条例）

の否決 

本年６月に、議員提出条例案として、県内の各選挙区間

における一票の格差の是正を図るため、議員定数を５１人

から４５人に改め、鳥羽市と志摩市の選挙区を合区して定

数を１人減するとともに、５つの選挙区（伊勢市選挙区、

尾鷲市・北牟婁郡選挙区、熊野市・南牟婁郡選挙区、多気

郡選挙区、度会郡選挙区）について定数を各１人減する条

例案が提出されました。 

同条例案は、本年９月１４日の本会議において、賛成少

数（賛成２３、反対２４）で否決されました。 

 

 

 

 

 

本会議での採決の様子 

 


